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項 目

目標年度
-
-

平成27年度
見込額

120,000

120,000

2,000

4,000

109,000

-

5,000

120,000
0.34
0.34

1,200件
-

中小企業災害復
旧資金利子補助
商工業者店舗改
装費補助金

-

-

-- 200

- 10,000 5,000

中小企業経営安定事業

0.34
0.34

嘱託員

125,200
0.34

89,778

臨時職員等

職員

田中
 １　事務事業の位置付け（Ｐｌａｎ）

政策

平成24年度
決算額

項目
平成25年度

予算額

89,778 125,200

125,200

補助金

89,77886,847

商工観光部 商工振興課所管部課名
根拠法令等 薩摩川内市補助金要綱

120,000

2,000

4,0003,050 4,000

86,847

120,000

平成23年度
決算額

109,000

3,548 2,000
中小企業元気づ
くり補助金

86,847

0.34 0.34

2,111

5,611

79,125

120,000

109,000

0.34

特筆すべき事項等

　特になし。

平成26年度
見込額

担当者

要員配置状況 0.34

成果指標の推移

事務事業費

事業開始年度

83,180

地域力を発揮し産業活力を創出する
まちづくり

商工振興費

0.34

施策

商工振興費商工費

■ ソフト事業　　　　□ 建設・整備事業　　　　□ 施設管理　　　　□ 内部管理

既存企業の活性化及び新たな企業の育成・誘致の推進小施策

商工業の振興

活動実績・計画 1,042件 1,162件 1,200件 1,200件
-

経
費
及
び
指
標
の
推
移 国・県支出金

その他
一般財源

- --

緊急保証制度保
証料補助金
中小企業対策利
子補助金

予算
科目
等 事項

款
会計

概要
  補助金を支出し、市内の中小企業者の経営安定や負担軽減を図り、中小企業の経営体質の
強化や人材育成等を図るもの。

　２　事務事業の実施　（Ｄｏ）

事
業
の
内
容

商工費
一般会計

細事項商工振興費

財
源
内
訳

平成25年度 評価表 ［単位：千円、人］

目標値

-

　市内の中小企業者

　補助金を支出する。

　市内の中小企業者の経営安定や負担軽減を図り、中小企業の経営体質の強
化や人材育成等を図る。

対象（誰を、何を対象
とする事業か）

手段（市がどのような
活動をするか）

意図（どのような目的
で事業を行うか）

平成１６年度

指標名

各補助金等ごとに設定
活動指標
成果指標

補助金の交付件数 -

事業の種類

一体化躍動プラン
重点施策
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資料１



有
　
効
　
性

成果の達成度 ■ 達成度はかなり高い　　□ 達成度はやや高い　　□ 達成度は低い

成果の向上余地 □ 余地がかなりある　■ 余地がある程度ある　□ 余地はほとんどない

（上記選択の理由）
 別紙、各補助金等評価結果から総合的に判断した。

 別紙、各補助金等評価結果から総合的に判断した。

まとめ（補助金等評価を含む。）

　□高い　　　　□低い
妥当性　　⇒
効率性　　⇒
有効性　　⇒

□ 休止　　　□ 廃止

　□高い　　　　□低い
今後の改革の方向性

□ 現状のまま継続

□ 見直しの上で継続⇒今後の方向性 □拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小

事務事業の視点別評価

□ 休止　　　　　　　　　　□ 廃止

　□高い　　　　□低い

　４　事務事業の改革・改善の方向性　（Ａｃｔｉｏｎ）

□ 現状のまま継続

 景気の動向を注視していく。

　３　事務事業の視点別評価 （Ｃｈｅｃｋ）

妥
　
当
　
性

効
　
率
　
性

対象・手段の妥当性 　■ 妥当である　　　□ 改善の余地はある　　　□ 妥当ではない

上記方向の理由
 別紙、各補助金等評価結果から総合的に判断した。

改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画

（上記選択の理由）

（上記選択の理由）
 別紙、各補助金等評価結果から総合的に判断した。

（上記選択の理由）
 別紙、各補助金等評価結果から総合的に判断した。

（上記選択の理由）
 最低限の要員で実施しており、削減の余地はない。

事業費の削減余地

市が関与すべき妥当性 ■ 市が関与すべき　　　□ 民間でも可能　　　□ 民間で実施すべき

 ■ 削減の余地がある　　　　　□ 削減の余地はない

 別紙、各補助金等評価結果から総合的に判断した。

■ 見直しの上で継続⇒今後の方向性 □拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 ■縮小

今後の改革の方向性

要員配置の削減余地  □ 削減の余地がある　　　　　■ 削減の余地はない

外
部
評
価
（
二
次
）
結
果

　

（上記選択の理由）

内
部
評
価
（
一
次
）
結
果
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NO.

千円 千円 千円

分類

割合（％）

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
0.0%
0.0%

100.0%
100.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%

事務事業名 中小企業経営安定事業

根拠法令 薩摩川内市中小企業元気づくり補助金交付要綱

補助経過年数 １年以上５年以下

平成25年度 中小企業元気づくり補助金 評価表 21-1

所管部課名 商工観光部 商工振興課 担当者 田中

2,000

指標名 目標値 目標年度

成果指標① 利用実績 15件 平成２７年度

平成25年度
予算額

2,000 千円

国県支出金 その他 一般財源 その他の内容

補助対象経費
①社員研修経費 ②製品宣伝活動経費 ③研究開発経費 ④知的財産権申請経費

補助対象事
業・活動の内
容

社員研修、製品宣伝活動費、研究開発、知的財産権申請を行った場合、実績額に応じて補助
金を交付する。

□運営補助のみ ■事業補助のみ □運営補助と事業補助の両方 □その他

補助金額又は
補助率

補助対象経費の１／２とし、各経費種類の限度額の範囲内とする。
①社員研修経費10万円 ②製品宣伝活動経費30万円 ③研究開発経費 50万円 ④知的財産権申
請経費70万円

成果指標② ― ― ―

補助対象者 市内で事業を営んでいる中小企業者

補助金額又は補
助率の積算方法

上記に該当する経費による。(100円未満切り捨て)

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成22年度 平成23年度 平成24年度

金額（円） 割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

収
入

自己資金 0 0.0% 0 0.0% 0
会費収入

寄付金・その他助成 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%
事業収入 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%
市補助金 691,400 100.0% 2,110,200 100.0% 3,547,500

計 691,400 100.0% 2,110,200 100.0% 3,547,500
（前年度繰越金） 0.0% 0.0%

支
出

事業費 691,400 100.0% 2,110,200 100.0%

その他事務費 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

3,457,500
人件費 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

計 691,400 100.0% 2,110,200 100.0% 3,457,500
（翌年度繰越金） 0.0% 0.0%

翌年度繰越金/市補助金 0.0% 0.0% 0.0%
交付件数 11件 13件 23件

支出計/前年度支出計 305.2% 163.8%
自己資金/前年度自己資金

特
記
す
べ
き
事
項
等

①商工団体等、各団体へ補助制度説明を行った。
②補助対象、補助率等、補助内容の見直し意見が出されたが、適正であると認識している。
③なし
④
⑤発明協会や弁理士会へのＰＲや出前講座を行った。
⑥最低限の要員で実施しており効果は高い。
⑦なし

成果指標の推移① 11件 13件 23件
成果指標の推移② ― ― ―
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〈補助金の視点別評価〉
主管
課

A

A

A

A

C

A

A

A

【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=合致しない】

要件 項　　目
評価した内容についての説明

（合致しない理由や課題を含む）

公
益
性

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体
等の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市
民の福祉の向上及び利益の増進に寄与してい
る。

 中小企業者を支援することで、雇用や生産・商
業活動の安定化が図られ、市民の福祉向上や利
益増進に繋がっている。

必
要
性

　次のいずれかに該当するものである。

A

①に該当
  人材育成や商品開発等の具体的な目標達成に
取り組んでいる中小企業者支援は必要である。①　特定の目標・成果の達成に向けて、一定の

団体等に一定の補助を行うことが直ちに必要で
あると認められる。

 経営基盤が弱い中小企業者の「ものづくり」
「ひとづくり」支援は、地域経済安定に必要不
可欠であり、一定期間継続する必要がある。

④　当該補助事業以外にその団体が行う活動の
状況においても一定の公益性が認められる。

 地域経済の活性化や雇用の安定に繋がる。

⑤　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補
助金等の交付以外に適当な政策手段がないか、
又は当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段
であると明確に認められる。

 中小企業の事業推進に繋がる施策であり、必要
不可欠である。

⑥　補助の対象となる経費が、明確に規定さ
れ、その内容は補助目的に照らし、公費を充て
るものとして、著しく妥当性を欠くものとは
なっていない。

適正な運用がなされている。

②　社会的弱者の救済、地域的ハンディの克服
等の観点から、当面、補助を通じた行政の支援
が必要であると認められる。

有
効
性

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに
合致しており、かつ、その目標・成果の達成に
向けて、適切な効果を生じている。（その目
標・成果を測るための適当な効果指標の設定が
なされている。）

 中小企業者の「ものづくり」「ひとづくり」支
援は、地域経済安定に必要不可欠であり、今後
も必要である。

適
格
性
及
び
妥
当
性

①　補助の対象となる事業について、行政が直
接実施するよりも、行政以外の者が行う方が適
当であると明確に認められる。

 中小企業者への支援については、市内企業育成
の観点から、行政が支援することが望ましい。

②　補助率又は補助額が、明確な根拠によって
積算されたものであり、かつ、社会経済情勢に
照らし、著しく妥当性を欠く水準とはなってい
ない。（交付要綱の補助基準）

 補助額等については、上限額を設けており妥当
である。

③　補助を受ける団体等の活動状況等に照らし
合わせて、自助努力がみられるなど、明らかに
半永続的・固定的な補助にはならないと見込ま
れる。

〈補助金の見直し結果〉

内
部
評
価
（
一
次
）
結
果

今後の改革の方向性
■ 現状のまま継続
□ 見直しの上で継続⇒今後の方向性　□拡大　□他の補助金と統合　□補助内容の改善　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 □移管　□縮小
□ 休止
□ 廃止

上記方向の理由
 中小企業育成や地域成長戦略分野の事業推進に繋がるため。

改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画
　特になし。
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○薩摩川内市中小企業元気づくり補助金交付要綱  

平成２３年３月２８日  

告示第１５３号  

（趣旨）  

第１条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例（平成１８年薩摩川内市条例

第４０号。以下「条例」という。）第４条第１項の規定に基づき、及び条例を

実施するため、中小企業元気づくり補助金（以下「元気づくり補助金」という。）

に関し必要な事項を定めるものとする。  

（交付の目的）  

第２条 市長は、本市の区域内において事業を営む中小企業者が、社員研修費等

を支払った場合において、当該中小企業者の負担を軽減し、もって本市中小企

業の経営体質の強化を図るため、当該中小企業者に対し、予算の範囲内におい

て元気づくり補助金を交付する。  

（定義）  

第３条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。  

（１） 社員研修費等 次に掲げるものをいう。  

ア 社員研修費  

川内職業能力開発短期大学校、川内技術開発センター、中小企業大学校、

鹿児島県工業技術センターにおける社員研修に係る経費（旅費及び研修負担

金に限る。）で中小企業者が負担する額  

イ 製品宣伝活動費  

見本市又は展示会出店のブース費用及び機材のレンタル費用並びに出展

に関するパンフレット経費で、中小企業者が負担する額（販売を伴うものは

除く。）。  

ウ 研究開発費  

大学等と共同で研究開発を行う費用で、中小企業者が負担する額  

エ 知的財産権申請費  

特許申請、実用新案登録、意匠登録、商標登録に係る費用で、中小企業者

が負担する額  

（２） 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に

規定する中小企業者のうち市内で生産・開発を行っている事業所  

（元気づくり補助金の交付）  

第４条 市長は、本市の区域内において６箇月以上継続して事業を営む中小企業
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者が社員研修費等を支払った場合において、必要があると認めるときは、当該

中小企業者に対し、元気づくり補助金を交付する。  

（元気づくり補助金の額）  

第５条 市長は、前条の中小企業者が負担する社員研修費等の額に２分の１を乗

じて得た額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた

額）を元気づくり補助金として交付するものとする。ただし、次の各号に掲げ

る社員研修費等の区分に応じ、当該各号に定める額を補助の上限とする。  

（１） 社員研修費 １０万円  

（２） 製品宣伝活動費 ３０万円  

（３） 研究開発費 ５０万円  

（４） 知的財産権申請費 ７０万円  

（元気づくり補助金の交付申請）  

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、社員研修費等の支払いの根拠とな

る事務又は事業（以下「補助対象事業」という。）の終了の日の翌日から起算

して１箇月以内に、中小企業元気づくり補助金交付申請書（様式第１号。以下

「交付申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。  

（１） 補助対象事業実施の事実を証する書類  

（２） 補助対象事業実施に要する費用を証する書類  

（元気づくり補助金の交付決定）  

第７条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、元気づくり

補助金を交付することが適当であると認めるときは、中小企業元気づくり補助

金交付決定通知書（様式第２号。以下「決定通知書」という。）を当該申請者

に交付するものとする。  

（元気づくり補助金の請求）  

第８条 決定通知書の交付を受けた者は、元気づくり補助金の交付を請求しよう

とするときは、当該決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して１箇月以

内に中小企業元気づくり補助金交付請求書（様式第３号）を市長に提出しなけ

ればならない。  

（元気づくり補助金の交付）  

第９条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であ

ると認めたときは、当該者に元気づくり補助金を交付するものとする。  

（調査）  

第１０条 市長は、特に必要があると認めるときは、関係職員に補助対象事業に
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係る経費の支払状況、証書その他の物件等を調査させることができる。  

（決定の取消し又は元気づくり補助金の返還）  

第１１条 市長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれか

に該当すると認めたときは、元気づくり補助金の交付決定を取り消し、又は既

に交付した元気づくり補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

（１） 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その

他の行為に不正があったとき。  

（２） 前号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。  

（成果）  

第１２条 この元気づくり補助金の交付を通じて得ようとする成果は、中小企業

の体質強化及び経営の安定とする。  

（見直しの期間）  

第１３条 元気づくり補助金に係る条例第４条第１項の市長が定める期間は、１

年とする。  

（効果の測定）  

第１４条 元気づくり補助金に係る条例第４条第２項第１号に定める効果は、中

小企業の経営の安定化の状況を指標に用いて測定するものとする。  

（その他）  

第１５条 この告示に定めるもののほか、元気づくり補助金の交付に関し必要な

事項は、市長が別に定める。  

附 則 抄  

（施行期日）  

１ この告示は、平成２３年４月１日から施行する。  

（薩摩川内市商工政策部関係補助金等交付要綱の一部改正）  

２ 薩摩川内市商工政策部関係補助金等交付要綱（平成２２年薩摩川内市告示第

１３８号）の一部を次のように改正する。  

〔次のよう〕略  

（経過措置）  

３ この告示は、この告示の施行の日（以下「施行日」という。）以後に補助対

象事業が終了するものについて適用する。  
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NO.

千円 千円 千円

分類

割合（％）

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
0.0%
0.0%

100.0%
100.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%

21-2

所管部課名

補助経過年数

平成25年度

事務事業名 中小企業経営安定事業

 市内て事業を営む特定中小企業者

― ―

緊急保証制度保証料補助金 評価表

 
 緊急保証制度を利用した融資額５００万円までの保証料

 
 緊急保証制度を利用した融資額５００万円までの保証料について補助。
                                                        (１００円未満切り捨て)

成果指標①

一般財源 その他の内容

4,000

平成25年度
予算額

4,000 千円

国県支出金 その他

目標年度

平成２７年度

目標値

―

指標名

利用実績

成果指標② ―

収
入

自己資金 0 0.0% 0 0.0%

補助金額又は
補助率

緊急保証制度を利用した融資額５００万円までの保証料について補助。
(１００円未満切り捨て)

補助金額又は補
助率の積算方法

緊急保証制度を利用した融資額５００万円までの保証料について補助。
(１００円未満切り捨て)

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成22年度 平成23年度 平成24年度

金額（円）

0
会費収入 0.0% 0.0%

割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

寄付金・その他助成 0.0% 0.0%
事業収入 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%
市補助金 5,670,500 100.0% 5,610,900 100.0% 3,050,000

計 5,670,500 100.0% 5,610,900 100.0% 3,050,000
（前年度繰越金） 0.0% 0.0%

3,050,000
人件費 0.0% 0.0%

支
出

事業費 5,670,500 100.0% 5,610,900 100.0%

その他事務費 0.0%

0.0% 0.0%

0.0%
0.0% 0.0%

0.0% 0.0%
0.0% 0.0%

（翌年度繰越金）

翌年度繰越金/市補助金 0.0% 0.0% 0.0%

特
記
す
べ
き
事
項
等

①商工団体等、各団体へ補助制度説明を行った。
②なし
③なし
④
⑤なし
⑥最低限の要員で実施しており効果は高い。
⑦なし

成果指標の推移①
成果指標の推移②

47件 44件 24件
47件

担当者商工観光部 商工振興課 田中

根拠法令 薩摩川内市緊急保証制度保証料補助金交付要綱

１年以上５年以下

補助対象者

補助対象経費

支出計/前年度支出計 98.9%

□運営補助のみ □事業補助のみ □運営補助と事業補助の両方 ■その他

補助対象事
業・活動の内
容

54.4%
自己資金/前年度自己資金

計 5,670,500 100.0% 5,610,900 100.0% 3,050,000

交付件数 44件 24件
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〈補助金の視点別評価〉
主管
課

A

A

A

A

C

A

A

A

必
要
性

有
効
性

要件

公
益
性

①　特定の目標・成果の達成に向けて、一定の
団体等に一定の補助を行うことが直ちに必要で
あると認められる。

②　社会的弱者の救済、地域的ハンディの克服
等の観点から、当面、補助を通じた行政の支援
が必要であると認められる。

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに
合致しており、かつ、その目標・成果の達成に
向けて、適切な効果を生じている。（その目
標・成果を測るための適当な効果指標の設定が
なされている。）

改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画
　特になし。

内
部
評
価
（
一
次
）
結
果

今後の改革の方向性
■ 現状のまま継続
□ 見直しの上で継続⇒今後の方向性　□拡大　□他の補助金と統合　□補助内容の改善　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 □移管　□縮小
□ 休止
□ 廃止

上記方向の理由
 地方経済が回復していないことや、川内原子力発電所１、２号機運転停止の影響が出ているため。

〈補助金の見直し結果〉

 地域経済の活性化や雇用の安定に繋がる。

 中小企業対策利子補助金を受けられない中小企
業者への支援であるため必要である。

 適正な運用がなされている。

評価した内容についての説明
（合致しない理由や課題を含む）

 特定中小企業者を支援することで、雇用や生
産・商業活動の安定化が図られ、市民の福祉向
上や利益増進に繋がっている。

②　補助率又は補助額が、明確な根拠によって
積算されたものであり、かつ、社会経済情勢に
照らし、著しく妥当性を欠く水準とはなってい
ない。（交付要綱の補助基準）

③　補助を受ける団体等の活動状況等に照らし
合わせて、自助努力がみられるなど、明らかに
半永続的・固定的な補助にはならないと見込ま
れる。

④　当該補助事業以外にその団体が行う活動の
状況においても一定の公益性が認められる。

⑤　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補
助金等の交付以外に適当な政策手段がないか、
又は当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段
であると明確に認められる。

⑥　補助の対象となる経費が、明確に規定さ
れ、その内容は補助目的に照らし、公費を充て
るものとして、著しく妥当性を欠くものとは
なっていない。

A

項　　目

【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=合致しない】

適
格
性
及
び
妥
当
性

 景気回復の兆しが出てきているが、地方経済は
以前として厳しいため、当面は必要である。

 ①に該当
 国のセーフティネット制度に伴う市の補助制度
であり、景気回復が見込めない場合は、当分の
間、継続する必要がある。

 補助額等については、上限額を設けており妥当
である。

①　補助の対象となる事業について、行政が直
接実施するよりも、行政以外の者が行う方が適
当であると明確に認められる。

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体
等の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市
民の福祉の向上及び利益の増進に寄与してい
る。

　次のいずれかに該当するものである。

 特定中小企業者の安定は、地域経済安定に必要
不可欠であり、今後も必要である。

 経営安定の支援であるため、行政が支援するこ
とが望ましい。
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○薩摩川内市緊急保証制度保証料補助金交付要綱  

平成２３年３月２８日  

告示第１５２号  

（趣旨）  

第１条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例（平成１８年薩摩川内市条例

第４０号。以下「条例」という。）第４条第１項の規定に基づき、及び条例を

実施するため、緊急保証制度保証料補助金（以下「保証料補助金」という。）

に関し必要な事項を定めるものとする。  

（交付の目的）  

第２条 市長は、本市の区域内において事業を営む特定中小企業者が、セーフテ

ィネット対応資金に係る保証料を支払った場合において、当該特定中小企業者

の負担を軽減し、もって本市特定中小企業者の経営安定を図るため、当該特定

中小企業者に対し、予算の範囲内において保証料補助金を交付する。  

（定義）  

第３条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。  

（１） セーフティネット対応資金 鹿児島県が鹿児島県中小企業制度資金融

資要綱（昭和４７年鹿児島県告示第１２１８号）の規定により融資する資金

のうち、セーフティネット対応資金をいう。  

（２） 特定中小企業者 中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）

第２条第４項に規定する特定中小企業者をいう。  

（保証料補助金の交付）  

第４条 市長は、本市の区域内において６箇月以上継続して事業を営む特定中小

企業者がセーフティネット対応資金の借入に係る保証料を支払った場合におい

て、必要があると認めるときは、当該特定中小企業者（以下「補助対象者」と

いう。）に対し、保証料補助金を交付する。  

（保証料補助金の額）  

第５条 保証料補助金の額は、補助対象者が信用保証協会に支払った保証料の額

とし、借入額５００万円に対する保証料の額を限度とする。この場合において、

１００円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。  

（保証料補助金の交付申請）  

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、保証料を支払った日の翌

日から起算して１箇月以内に、緊急保証制度保証料補助金交付申請書（様式第

１号。以下「交付申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて市長に提出し
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なければならない。  

（１） 信用保証協会が発行した信用保証決定通知書の写し  

（２） 保証料支払いを証する書類  

（保証料補助金の交付決定）  

第７条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、保証料補助

金を交付することが適当であると認めるときは、緊急保証制度保証料補助金交

付決定通知書（様式第２号。以下「決定通知書」という。）を当該補助対象者

に交付するものとする。  

（保証料補助金の請求）  

第８条 決定通知書の交付を受けた補助対象者は、保証料補助金の交付を請求し

ようとするときは、当該決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して１箇

月以内に緊急保証制度保証料補助金交付請求書（様式第３号）を市長に提出し

なければならない。  

（保証料補助金の交付）  

第９条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であ

ると認めたときは、当該補助対象者に保証料補助金を交付するものとする。  

（調査）  

第１０条 市長は、特に必要があると認めるときは、関係職員に補助対象者のセ

ーフティネット対応資金に係る保証料の支払状況、証書その他の物件等を調査

させることができる。  

（決定の取消し又は保証料補助金の返還）  

第１１条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

保証料補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した保証料補助金の全部若

しくは一部の返還を命ずることができる。  

（１） 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その

他の行為に不正があったとき。  

（２） 前号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。  

（成果）  

第１２条 この保証料補助金の交付を通じて得ようとする成果は、中小企業の体

質強化及び経営の安定とする。  

（見直しの期間）  

第１３条 保証料補助金に係る条例第４条第１項の市長が定める期間は、１年と

する。  

（効果の測定）  
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第１４条 保証料補助金に係る条例第４条第２項第１号に定める効果は、中小企

業の経営の安定化の状況を指標に用いて測定するものとする。  

（その他）  

第１５条 この告示に定めるもののほか、保証料補助金の交付に関し必要な事項

は、市長が別に定める。  

附 則 抄  

（施行期日）  

１ この告示は、平成２３年４月１日から施行する。  

（薩摩川内市商工政策部関係補助金等交付要綱の一部改正）  

２ 薩摩川内市商工政策部関係補助金等交付要綱（平成２２年薩摩川内市告示第

１３８号）の一部を次のように改正する。  

〔次のよう〕略  
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NO.

千円 千円 千円

分類

割合（％）

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
0.0%
0.0%

100.0%
100.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%

事務事業名 中小企業経営安定事業

根拠法令 薩摩川内市中小企業対策利子補助金交付要綱

補助経過年数 ６年以上１０年以下

平成25年度 中小企業対策利子補助金 評価表 21-3

所管部課名 商工観光部 商工振興課 担当者 田中

109,000

指標名 目標値 目標年度

成果指標① 利用実績 ― 平成２７年度

平成25年度
予算額

109,000 千円

国県支出金 その他 一般財源 その他の内容

補助対象経費

・日本政策金融公庫(①普通貸付 ②小規模事業者経営改善資金 ③新創業融資制度)
・県中小企業融資制度
  (①中小企業振興資金 ②小規模企業活力応援資金 ③特別小口資金 ④地球温暖化対策資金
⑤かごし  ま産業おこし資金 ⑥観光かごしまよかとこ資金

補助対象事
業・活動の内
容

 市内で６ヶ月以上継続して事業を営む中小企業者が、商工会議所や商工会から斡旋を受け、
補助対象資金を借り入れた場合の利子について補助を行う。

□運営補助のみ □事業補助のみ □運営補助と事業補助の両方 ■その他
補助金額又は
補助率

 対象資金の融資額１,０００万円までの利子(１００円未満切り捨て)

成果指標② ― ― ―

補助対象者  市内で事業を営んでいる中小企業者

補助金額又は補
助率の積算方法

 対象資金の融資額１,０００万円までの利子(１００円未満切り捨て)

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成22年度 平成23年度 平成24年度

金額（円） 割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

収
入

自己資金 0 0.0% 0 0.0% 0
会費収入

寄付金・その他助成 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%
事業収入 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%
市補助金 64,937,700 100.0% 79,124,600 100.0% 83,179,100

計 64,937,700 100.0% 79,124,600 100.0% 83,179,100
（前年度繰越金） 0.0% 0.0%

支
出

事業費 64,937,700 100.0% 79,124,600 100.0%

その他事務費 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

83,179,100
人件費 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

計 64,937,700 100.0% 79,124,600 100.0% 83,179,100
（翌年度繰越金） 0.0% 0.0%

翌年度繰越金/市補助金 0.0% 0.0% 0.0%
交付件数 799件 985件 1,115件

支出計/前年度支出計 121.8% 105.1%
自己資金/前年度自己資金

特
記
す
べ
き
事
項
等

①商工団体等、各団体へ補助制度説明を行った。
②なし
③なし
④
⑤なし
⑥最低限の要員で実施しており効果は高い。
⑦なし

成果指標の推移① 799件 985件 1,115件
成果指標の推移②
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〈補助金の視点別評価〉
主管
課

A

A

A

A

C

A

A

A

【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=合致しない】

要件 項　　目
評価した内容についての説明

（合致しない理由や課題を含む）

公
益
性

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体
等の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市
民の福祉の向上及び利益の増進に寄与してい
る。

 中小企業者を支援することで、雇用や生産・商
業活動の安定化が図られ、市民の福祉向上や利
益増進に繋がっている。

必
要
性

　次のいずれかに該当するものである。

A

 ①に該当

①　特定の目標・成果の達成に向けて、一定の
団体等に一定の補助を行うことが直ちに必要で
あると認められる。

 景気回復の兆しが出てきているが、地方経済は
以前として厳しいため、当面は必要である。

④　当該補助事業以外にその団体が行う活動の
状況においても一定の公益性が認められる。

 地域経済の活性化や雇用の安定に繋がる。

⑤　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補
助金等の交付以外に適当な政策手段がないか、
又は当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段
であると明確に認められる。

 中小企業者への経済対策は、金融支援が重要で
あると考える。

⑥　補助の対象となる経費が、明確に規定さ
れ、その内容は補助目的に照らし、公費を充て
るものとして、著しく妥当性を欠くものとは
なっていない。

 適正な運用がなされている。

②　社会的弱者の救済、地域的ハンディの克服
等の観点から、当面、補助を通じた行政の支援
が必要であると認められる。

有
効
性

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに
合致しており、かつ、その目標・成果の達成に
向けて、適切な効果を生じている。（その目
標・成果を測るための適当な効果指標の設定が
なされている。）

 中小企業者の安定は、地域経済安定に必要不可
欠であり、今後も必要である。

適
格
性
及
び
妥
当
性

①　補助の対象となる事業について、行政が直
接実施するよりも、行政以外の者が行う方が適
当であると明確に認められる。

 経営安定の支援であるため、行政が支援するこ
とが望ましい。

②　補助率又は補助額が、明確な根拠によって
積算されたものであり、かつ、社会経済情勢に
照らし、著しく妥当性を欠く水準とはなってい
ない。（交付要綱の補助基準）

 補助額等については、上限額を設けており現在
のところ妥当である。

③　補助を受ける団体等の活動状況等に照らし
合わせて、自助努力がみられるなど、明らかに
半永続的・固定的な補助にはならないと見込ま
れる。

〈補助金の見直し結果〉

内
部
評
価
（
一
次
）
結
果

今後の改革の方向性
□ 現状のまま継続
■ 見直しの上で継続⇒今後の方向性　□拡大　□他の補助金と統合　□補助内容の改善　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 □移管　■縮小
□ 休止
□ 廃止

上記方向の理由
 リーマンショック以降、経済対策として補助率(３０%→１００%)や融資限度額の見直しを行っているた
め、景気回復が見込まれる場合は、見直す必要がある。

改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画
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○薩摩川内市中小企業対策利子補助金交付要綱  

平成１６年１０月１２日  

告示第７９号  

改正 平成１９年３月２８日告示第１２６号  

平成２０年４月１日告示第１７９号  

平成２０年１０月１日告示第５５２号  

平成２０年１２月２６日告示第７２８号  

平成２２年３月３０日告示第１４５号  

（趣旨）  

第１条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例（平成１８年薩摩川内市条例

第４０号。以下「条例」という。）第４条第１項の規定に基づき、及び条例を

実施するため、中小企業対策利子補助金（以下「利子補助金」という。）に関

し必要な事項を定めるものとする。  

（交付の目的）  

第１条の２ 市長は、本市の区域内において事業を営む中小企業者等が、制度資

金等の融資を受けた場合において、当該中小企業者等の負担を軽減し、もって

本市中小企業の経営体質の強化を図るため、当該中小企業者等に対し、予算の

範囲内において利子補助金を交付する。  

（定義）  

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。  

（１） 制度資金等 次に掲げるものをいう。  

ア 株式会社日本政策金融公庫法（平成１９年法律第５７号）に基づく株式

会社日本政策金融公庫が取り扱う普通貸付（１ ,０００万円を限度とする。）、

小規模事業者経営改善資金及び新創業融資制度  

イ 鹿児島県が鹿児島県中小企業制度資金融資要綱（昭和４７年鹿児島県告

示第１２１８号）の規定により融資する資金のうち、創業支援資金、新事業

チャレンジ資金及び商店街活性化資金を除く資金（１ ,０００万円を限度と

する。）  

ウ 中小企業者等が、その保証債務の弁済に充てるため、川内商工会議所経

営安定特別相談室の調停に基づき、金融機関から融資を受けている経営安定

資金のうち市長が認めるもの  

（２） 中小企業者等 次に掲げるものをいう。  

ア 中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項に規定
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する中小企業者のうち、前号ア又はイに規定する制度資金等の融資を受ける

資格を有するもの  

イ 商店街全体の振興のために運営されている組合  

（３） 取扱金融機関 制度資金等の融資事務を取り扱う市内の金融機関をい

う。  

（利子補助金の交付）  

第３条 市長は、本市の区域内において６箇月以上継続して事業を営む中小企業

者等が制度資金等の融資を受けた場合において、必要があると認めるときは、

当該中小企業者等に対し、利子補助金を交付する。  

（利子補助金の交付期間）  

第４条 利子補助金を交付する期間は、中小企業者等が制度資金等の融資を受け

た日（当該融資に係る申込みをし、当該融資に係る決定の通知を受けた日をい

い、以下「融資決定日」という。）の属する月の翌月から起算して３年（以下

「交付期間」という。）を限度とする。  

（利子補助金の額）  

第５条 利子補助金の額は、交付期間中の毎年１月１日から１２月３１日までの

間（以下「計算期間」という。）において、制度資金等の融資を受けた中小企

業者等（以下「補助対象者」という。）が当該制度資金等を償還する場合に取

扱金融機関に対して支払う利子（制度資金等に係る融資利率により算出する利

子で、交付期間中に支払うものをいい、延滞利息は含まない。以下同じ。）の

合計額とする。この場合において、１００円未満の端数が生じたときは、当該

端数は切り捨てるものとする。  

（利子補助金の交付申請）  

第６条 利子補助金の交付を受けようとする補助対象者は、融資決定日の翌日か

ら起算して１箇月以内に、中小企業対策利子補助金交付申請書（様式第１号。

以下「交付申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、薩摩川内市をその

地区とする商工会議所又は商工会（以下「商工会議所等」という。）に提出し

なければならない。  

（１） 取扱金融機関が制度資金等の融資に際し補助対象者に発行した手形、

証書等制度資金等の融資金額、融資利率、償還期間、償還方法等その事実を

証する書類  

（２） 制度資金等に係る償還計画書  

（３） 市税の完納証明書  

２ 商工会議所等は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当で
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あると認めるときは、交付申請書に中小企業対策利子補助金交付に係る推薦書

（様式第２号。以下「推薦書」という。）を添えて、市長に提出するものとす

る。  

（利子補助金の交付決定）  

第７条 市長は、交付申請書及び推薦書を受理したときは、その内容を審査し、

利子補助金を交付することが適当であると認めるときは、中小企業対策利子補

助金交付決定通知書（様式第３号。以下「決定通知書」という。）を当該補助

対象者に交付するものとする。この場合において、利子補助金交付の目的を達

成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。  

（利子補助金の請求）  

第８条 決定通知書の交付を受けた補助対象者は、利子補助金の交付を請求しよ

うとするときは、計算期間満了後２箇月以内（当該計算期間中に交付期間が満

了する月があるときは当該月の翌月中）に、中小企業対策利子補助金交付請求

書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、商工会議所等を経て、市長に提

出しなければならない。  

（１） 当該期間中における利子の支払状況を証する書面  

（２） 決定通知書の写し  

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（利子補助金の交付）  

第９条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であ

ると認めたときは、当該補助対象者に利子補助金を交付するものとする。  

（調査）  

第１０条 市長は、特に必要があると認めるときは、関係職員に補助対象者の制

度資金等に係る利子の支払状況、証書その他の物件等を調査させることができ

る。  

（決定の取消し又は利子補助金の返還）  

第１１条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

利子補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補助金の全部若しく

は一部の返還を命ずることができる。  

（１） 利子補助金の交付決定の際に付した市長の条件に違反したとき。  

（２） 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その

他の行為に不正があったとき。  

（３） 制度資金等に係る利子の支払を３箇月以上遅延しているとき。  

（４） 前３号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。  
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（成果）  

第１２条 この利子補助金の交付を通じて得ようとする成果は、中小企業の体質

強化及び経営の安定とする。  

（見直しの期間）  

第１３条 利子補助金に係る条例第４条第１項の市長が定める期間は、３年とす

る。  

（効果の測定）  

第１４条 利子補助金に係る条例第４条第２項第１号に定める効果は、償還計画

に対する償還の実績その他中小企業の経営の安定化の状況を指標に用いて測定

するものとする。  

（その他）  

第１５条 この告示に定めるもののほか、利子補助金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この告示は、平成１６年１０月１２日から施行する。  

（経過措置）  

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の川内市中小企業対策利子補助金

交付要綱（昭和６１年川内市告示第５３号）の規定によりなされた処分、手続

その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。  

附 則（平成１９年３月２８日告示第１２６号）  

この告示は、平成１９年４年１日から施行する。  

附 則（平成２０年４月１日告示第１７９号）  

この告示は、告示の日から施行し、改正後の第５条の規定は、平成２０年度に

交付する利子補助金から適用する。  

附 則（平成２０年１０月１日告示第５５２号）  

この告示は、告示の日から施行する。  

附 則（平成２０年１２月２６日告示第７２８号）  

この告示は、平成２１年１月１日から施行し、改正後の第５条の規定は、平成

２０年度に交付する利子補助金から適用する。  

附 則（平成２２年３月３０日告示第１４５号）  

（施行期日）  

１ この告示は、平成２２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。  

（経過措置）  
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２ 改正後の薩摩川内市中小企業対策利子補助金交付要綱の規定は、施行日以後

の融資に係る中小企業対策利子補助金（以下「利子補助金」という。）につい

て適用し、同日前の融資に係る利子補助金については、なお従前の例による。  
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